
 給付額の計算例 
  

例１ 

所得税、個人住民税所得割のいずれも控除不足額が発生する場合 

 扶養親族 2人、所得税（推計額）5,000円、個人住民税所得割額 21,500円の場合 

  

 定額減税の額 

（１） 

減税前の税額 

（２） 

控除不足額 

（１）－（２） 

所得税 
3万円×（本人＋2人） 

＝90,000円 
5,000円 

90,000円－5,000円 

＝85,000円 

個人住民税 

所得割額 

1万円×（本人＋2人） 

＝30,000円 
21,500円 

30,000円－21,500円 

＝8,500円 

  控除不足額の合計 85,000円＋8,500円＝93,500円 

  調整給付金の額：10万円（１万円未満切上げ） 

 

                                           

例２  

所得税、個人住民税所得割のどちらかだけ控除不足額が発生する場合 

 扶養親族 1人、所得税（推計額）43,300円、個人住民税所得割 90,000円の場合 

  

 定額減税の額 

（１） 

減税前の税額 

（２） 

控除不足額 

（１）－（２） 

所得税 
3万円×（本人＋1人） 

＝60,000円 
43,300円 

60,000円－43,300円 

＝16,700円 

個人住民税 

所得割額 

1万円×（本人＋1人） 

＝20,000円 
90,000円 

20,000円－90,000円 

＝－70,000円 
0 より小さい場合は 0円 

  控除不足額の合計 16,700円＋0円＝16,700円 

  調整給付金の額：2 万円（１万円未満切上げ） 

 

                                           

例３ 

所得税（住宅ローン控除あり）、個人住民税所得割のどちらかだけ控除不足額が発生する場合 

 扶養親族 2人、所得税（推計額）0円、個人住民税所得割 150,000円の場合 

  

 定額減税の額 

（１） 

減税前の税額 

（２） 

控除不足額 

（１）－（２） 

所得税 
3万円×（本人＋2人） 

＝90,000円 
0円 

(住宅ローン控除あり) 

90,000円－0円 

＝90,000円 

個人住民税 

所得割額 

1万円×（本人＋2人） 

＝30,000円 
95,000円 

30,000円－95,000円 

＝－65,000円 
0 より小さい場合は 0円 

  控除不足額の合計 90,000円＋0円＝90,000円 

  調整給付金の額：9 万円（１万円未満切上げ） 

 



                                           

例４ 調整給付の対象とならない場合 

所得税、個人住民税所得割とも控除不足額が発生しない場合 

 扶養親族 2人、所得税（推計額）90,500円、個人住民税所得割 200,000円の場合 

  

 定額減税の額 

（１） 

減税前の税額 

（２） 

控除不足額 

（１）－（２） 

所得税 
3万円×（本人＋2人） 

＝90,000円 
90,500円 

90,000円－90,500円 

＝－500円 
0 より小さい場合は 0円 

個人住民税 

所得割額 

1万円×（本人＋2人） 

＝30,000円 
210,000円 

30,000円－210,000円 

＝－180,000円 
0 より小さい場合は 0円 

  控除不足額の合計 0円＋0円＝0円 

  調整給付金の額：0 万円（調整給付金対象外） 

 


